
東広島市成年後見制度利用支援事業の事務要領 

 

成年後見制度利用支援事業に関する事務の取扱いについては、東広島市成年後見制度の

利用の支援に関する要綱（平成２８年東広島市告示第１６７号。以下「要綱」という。）に

定めるもののほか、この要領によるものとする。 

 

（審判請求の費用負担） 

第１条 要綱第５条に規定する家事事件手続法（平成２３年法律第５２号）第２８条第２

項の規定による命令を促す申立てを行わない際の判断基準は以下のとおりとする。 

（１）生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第６条第１項に規定する被保護者 

（２）中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配

偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第３０号。別記様式第１号において「中

国残留邦人等支援法」という。）第１４条に規定する支援給付（中国残留邦人等の円滑

な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律（平成

１９年法律第１２７号）附則第４条第１項に規定する支援給付を含む。）を受けている

者 

 

（報酬助成） 

第２条 要綱第７条第２項第２号の収支残額は収支予定表における収入の額から、当該収

入に係る期間と同一の期間に係る最低生活費（生活保護法による保護の基準（昭和 38 年

厚生省告示第 158 号）に定める基準に基づき算出した扶助の額を合算した額をいう。）の

額を減じた額とする。 

 

（施設入所） 

第３条 要綱第８条第１項に規定する「その他市長が別に定める施設」における対象施設

は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認める場合は、この限りでない。 

（１） 児童福祉法第 7 条第 1 項に規定する児童福祉施設 

（２） 生活保護法第 30 条第 1 項ただし書に規定する施設及び旧法指定施設 

（３） 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第 19 条の 10 の規定により設置される

精神科病院（施設に入所した日を起算日とし、連続して１年経過した場合に限る） 

（４） 厚生労働大臣が定める施設基準並びにこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定め

る施設基準(平成 18 年厚生労働省告示第 551 号)精神障害者退院支援施設加算の認定

基準を満たす施設 

（５） 介護保険法第 8 条第 22 項に規定する地域密着型介護老人福祉施設 

（６） 介護保険法第 8 条第 25 項に規定する介護老人保健施設 



（７） 介護保険法第 8 条第 27 項に規定する介護老人福祉施設 

（８） 介護保険法第 8 条第 29 項に規定する介護医療院 

（９）  独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成 14 年法律第 167

号)に基づき設置されるのぞみの園 

（１０） 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第 5 条第 6 項

に規定する療養介護を行う病院 

（１１） 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第 5 条第 18 項

に規定する共同生活援助を行う施設 

（１２） 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第 5 条第 29 項

に規定する福祉ホーム 

（１３） 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成

18年厚生労働省令第19号)第25条第7項に規定する宿泊型自立訓練を実施する施設 

 

（様式） 

第４条 次に掲げる書類の様式を別記様式のとおり定める。 

（１） 報酬助成申請書（別記様式第１号） 

（２） 報酬助成承認（不承認）通知書（別記様式第２号） 

（３） 報酬助成請求書（別記様式第３号） 

 

    附 則 

 この要領は、平成３０年１月１日から施行する。 

附 則 

 この要領は、令和４年１月１日から施行する。 

附 則 

 この要領は、令和７年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要領は、令和８年４月１日から施行する。 

  



別記様式第１号（第４条関係） 

 

 



別記様式第２号（第４条関係） 

 

 

 

 



別記様式第３号（第４条関係） 

  


